
評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－１－（１）－①　理念、基本方針が明文化され
周知が図られている。

ｂ

市の保育所保育理念・保育方針を基本に、保育
所の保育目標を定め、事務室や保育所玄関、保
育室に掲示して、職員も適宜確認・共有ができ
るよう配慮している。また、保護者も日常的に
見ることができるよう工夫されている。保育理
念・基本方針、保育所の保育目標は保育マニュ
アルにも掲載され、マニュアルは職員が各自で
所持しており必要に応じて適宜確認できるよう
になっている。「保育所生活のお知らせ」など
にも明示されており、保護者には入園時説明会
などで伝え、保育所からのおたよりなどの各種
資料でも保育所やクラスの目標などを知らせて
いる。アンケート調査では保育目標・方針を
知っていますかの問いに対し、「あまり知らな
い」との回答が約１割程度見られる。行事や保
育への取り組みなどと保育目標とのつながりな
どを適宜説明し伝え、保育所の活動などへの理
解をさらに浸透する対応なども検討されたい。

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－２－（１）－①　事業経営をとりまく環境と経
営状況が的確に把握・分析されている。

ｂ

保育所の運営は市の方向性を示す「子ども子育
て支援事業計画」に沿って進められおり、施設
長会では社会福祉事業全体の動向や子育て制度
に関する国・県などの動きの最新情報を共有し
ている。保育事業を取り巻く情報などについて
は、社会福祉に関する冊子や専門誌、新聞記事
などを通じても把握し、関連資料は職員間で回
覧したり、事務室にて整理保管して全職員がい
つでも確認できるようになっている。また、市
から提供される文書類は職員間で回覧して確認
するとともに、ファイリングして保管・管理し
ている。地域周辺の子育てニーズなどはあそぼ
う会のアンケートや保護者からの口コミなどで
把握している。現状では定員割れの状況である
が、職員負担や近隣施設の状況などを加味しな
がら施設運営にあたっている。

Ⅰ－２－（１）－②　経営課題を明確にし、具体的
な取り組みを進めている。

ｂ

行事後のアンケートや個人面談などの保護者か
らの要望や意見などを参考にして、保育活動や
施設の改修などを進めている。保護者からの意
見や要望などについては職員会議などの場で協
議・検討した上で取り組めるところから事業計
画や行事内容などに反映させるように配慮して
いる。子どもたちの楽しく安全・安心な保育に
つながるよう、おもちゃや絵本の購入、設備の
改修などを所内で使える予算に応じて市役所と
調整し対応している。

Ⅰ－２　経営状況の把握

Ⅰ－２－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

評　価　細　目　の　第　三　者　評　価　結　果
（保育所、地域型保育事業）

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
Ⅰ－１　理念・基本方針



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－３－（１）－①　中・長期的なビジョンを明確
にした計画が策定されている。

ｂ

市の「子ども・子育て支援事業計画」に基づ
き、施設の運営を行っている。市の保育理念・
基本方針に沿って、３つの保育目標の実践に向
けて日々の保育活動を進めている。現在抱える
大きな課題、子どもたちの安心・安全に直接つ
ながる保育所の改修・維持管理、セキュリティ
対策、保育活動への具体的な取り組みや内容な
どを取りまとめ、保育所独自の３年程度を目標
とした中期計画の策定を期待したい。職員全員
が参加して協議をもとに検討を進め、子どもた
ちの楽しく・安心で安全な保育所生活への取り
組み、職員の希望なども盛り込んだ働きやすく
負担の抑制などにつながる配慮も含めた具体的
な計画が望まれる。

Ⅰ－３－（１）－②　中・長期計画を踏まえた単年
度の計画が策定されている。

ｂ

４本の大目標、親と子の健康づくり、地域の中
で子育てを支える、子どもが自ら育つ環境をつ
くる、子どもを育てやすい環境をつくるから構
成される市の「子ども・子育て支援事業計画」
に沿って、子育てに関する施策・取り組みが行
われている。市の事業計画を基に年度の事業計
画を取りまとめ、保育所でできる活動や果たす
べき役割などを考え、地域における子育て支援
の一翼を担っている。事業計画では、子どもの
育ちの支援、育児と就労支援事業、地域子育て
支援事業、地域の住民や関係機関との連携につ
いて明示され、職員共有のもと、保育目標の達
成に向けて取り組んでいる。また、全体的な計
画を保育の拠り所として、保育指導計画、行事
計画などが作られ、保育活動が展開されてい
る。

Ⅰ－３－（２）－①　事業計画の策定と実施状況の
把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解
している。

ｂ

市の保育所運営方針である、入所乳幼児及び保
護者の意思及び人格を尊重し当該入所乳幼児の
立場に立った保育を提供、保護者への支援に努
め地域の子育て家庭に対する支援及び異世代交
流の充実に努める、入所乳幼児の状況や発達過
程を踏まえ養護及び教育を一体的に行うため家
庭との連携を図る、関連法令を遵守して保育を
提供するに沿って、保育所での各種計画が取り
まとめられ、実践に移されている。保育に関わ
る各指導計画は全体的な計画をもとに、子ども
たちの成長、保護者からの意見や要望などを考
慮して策定され、職員会議などで共有され、評
価・反省が行われ保育活動につながっている。

Ⅰ－３－（２）－②　事業計画は、利用者等に周知
され、理解を促している。

ｂ

入所時には保育理念・基本方針・保育所の保育
目標などを保護者に伝えている。年度末には年
間行事予定を配付し、年度初めの保護者総会・
クラス懇談会の機会には保育計画などの資料を
配付するなどして、クラス目標・保育のねらい
などを説明し理解と周知につなげている。保育
所だよりを毎月発行し、月の行事予定などはス
ケジュールとして伝え、日々の保育活動の様子
をお知らせボードなどで保護者に向けて知らせ
ている。

Ⅰ－３　事業計画の策定

Ⅰ－３－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ－３－（２）　事業計画が適切に策定されている。



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組
第三者評価結果 コメント

Ⅰ－４－（１）－①　福祉サービスの質の向上に向
けた取組が組織的に行われ、機能している。

ｂ

行事の終了後には内容などの振り返り・反省を
行い、保護者参加の行事に関してはアンケート
調査を実施し集計結果を返すとともに、要望な
どを活かして今後の行事企画に向けての課題を
検討し改善や見直しにつなげている。また、乳
幼児会議、年齢別会議、子どもの状況などに応
じたケース会議、フリー保育士会議、時間外
パート保育士会議などを行い、日常の保育活動
などを互いに検討し合い、保育の質向上などに
努めている。アレルギー対応などの所内研修を
定期的に行い、保護者・子どもへの支援、施設
の安全・安心の確保、衛生面などに関する保育
サービスの向上を進めている。

Ⅰ－４－（１）－②　評価結果にもとづき組織とし
て取組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実
施している。

ｂ

保護者参加行事は終了後にアンケート調査を必
ず行い、感想などを把握しつつ提出された意見
や要望などをもとに職員会議などで反省・評価
点などを話し合い、さらに良くするために最善
の配慮をしている。また、研修成果を活かし職
員全体で取り組み、不審者対応などの合い言葉
を決めるなど、セキュリティの改善に努めてい
る。年間・月間・週日案の指導計画は、決まっ
た時期に評価・反省を実施し、次の計画策定に
活かしている。月間の保育指導計画は職員会議
で協議し職員間で共有して、クラス間での保育
活動の連携などに役立てている。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－１－（１）－①　管理者は、自らの役割と責任
を職員に対して表明し理解を図っている。

ｂ

「所長の仕事業務」「所長 主幹 主査の役割
分担」が書面として整理・明示されており、保
育所内での役割表を取りまとめ、職員間で周
知・共有している。所長は保護者対応や保育所
における運営や保育に関する活動全般の総責任
者としての立場を担うことを伝えている。主
幹・主査との連携を活かし、リーダーシップを
通じて保護者や職員とのコミュニケーションに
重点を置き、各職員の保育活動などを支援し、
子どもたちの安全で安心な楽しい保育所生活に
向けて適切に対応している。また、所長会議の
内容を職員に向け毎月報告して的確な情報提供
に努め、主幹は所長を補佐しつつ、責任と役割
に沿って職員の指導・支援や日々の保育活動な
どが順調に進むように取り組んでいる。

Ⅱ－１－（１）－②　遵守すべき法令等を正しく理
解するための取り組みを行っている。

ｂ

保育者としての倫理と態度が「保育所保育マ
ニュアル」の中に整理されており、入職時の職
員研修で説明を受けている。職員会議でも読み
合わせを行い相互に確認・共有しており、市内
研修や年２回の自己評価の際にも再確認をして
共有されている。「保育所保育マニュアル」に
は子どもの人権への配慮、専門職としての姿
勢、社会的ルールの尊重、日常の保育において
気をつけたい言葉と態度、研修についてなどが
取りまとめられている。保育マニュアルは職員
一人ひとりに配付されており、必要に応じて職
員が適宜確認できるよう事務室にも置かれてい
る。また、市の研修や勉強会などを通し、子育
て施策などに関する新たな制度の変更や保育指
針などの改変について確認し、保育活動への取
り組みにつなげている。保育所を運営していく
上で関係する基本的な福祉施設・福祉関連法令
について整理をすることで職員間でのさらなる
共通認識化につなげるなどの対応も期待した
い。

Ⅱ－１－（１）　管理者の責任が明確にされている。

Ⅰ－４－（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

評価対象Ⅱ　組織の運営管理
Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

Ⅱ－１－（２）－①　福祉サービスの質の向上に意
欲をもち、その取組に指導力を発揮している。

ｂ

定期的に保育に関する所内研修などを行い、保
育活動の質向上に向けて取り組んでいる。ま
た、職員会議、乳幼児会議、年齢別会議、フ
リー保育士会議、時間外パート保育士会議など
の定期的な会議のほか、必要に応じた会議を適
宜開催し現状の把握・共有、課題改善に向けた
対応策などの検討を進めている。人材の育成に
も配慮し、参加者が意見を出し合えるよう工夫
するなどしている。また、職員への指導を通じ
て、意思の疎通や保育活動などに関わるコミュ
ニケーションを図り、保育の現状を把握して積
極的な話し合いに活かせる環境づくりに努めて
いる。

Ⅱ－１－（２）－②　経営の改善や業務の実行性を
高める取組に指導力を発揮している。

ｂ

園舎の老朽化に伴い、限られた予算ではあるが
事務室床の改修、トイレと職員休憩室の改善な
どを行っており、子どもたちや保護者がより利
用しやすい保育所づくり、職員が働きやすい職
場作りに向けて、職員の気づきやアイデアなど
も活かしつつ、取り組んでいる。子どもたちの
安全・安心につながる対応に配慮し、保護者か
ら寄せられる要望や職員の意見などを考慮し
て、効率よく保育所の運営できるように努めて
いる。無理のない範囲での節電や日常消費材な
どの節約も心がけているが、保育活動に必要と
なるものは購入し不足することのないように対
応することを基本としており、子どもたちの楽
しい保育所生活を第一に、日常の保育活動を進
めている。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－２－（１）－①　必要な福祉人材の確保・定着
等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施され
ている。

ｂ

市の人材育成基本方針が定められており、職員
研修事業概要などを考慮して年度毎の人材育成
計画を取りまとめ、保育活動の質向上などに向
けて職種別研修や階層別研修などに参加してい
る。各職員は保育活動の質の向上、保育者とし
ての資質のさらなる向上に向け、内外の研修に
参加し専門の研究活動などを行い、保育活動に
活かしている。職員の採用に関しては市担当課
が対応しており、保育所からは希望する職員数
や専門性などの要望を提出している。また、部
課長などによるヒアリングを通じて、各職員の
公私における状況などを把握し、異動などに関
す希望を含めて話し合う機会が設定されてい
る。

Ⅱ－２－（１）－②　総合的な人事管理が行われて
いる。

ｂ

業績評価・能力評価・多面評価・人事異動への
対応などを定めた人事評価マニュアルが整備さ
れており、人事考課が年度毎に実施され職員の
昇給・昇格に反映されている。また、担当部課
長による所長へのヒアリングも行われ、事前に
全職員から提出してもらった異動や配置、退職
などに関する希望を確認して、市立保育所間で
の異動や保育所内での配置などを検討する資料
として活かされている。また、市の人事課・安
全衛生管理課と連携・協力して全職員が安心し
て安全に、健康的に前向きに保育活動へ携われ
るよう配慮した対応が行われている。クラス担
任や係などの保育所内の配置は職員個人面談か
ら得られた希望などを考慮し、経験年数や資
質、職員同士の組み合わせなどに配慮して園長
が決めている。

Ⅱ－１－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ－２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ－２－（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

Ⅱ－２－（２）－①　職員の就業状況や意向を把握
し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。

ｂ

職員の意向や現状などは面談や日常の保育活動
を通じたコミュニケーション、朝の打ち合わせ
などの機会から把握している。「自己評価
チェック表」をもとに職員意向などを面談で把
握するほか、自身が考える課題と改善点などを
確認し、一人ひとりの評価・振り返り、自己点
検の機会として活かしている。また、職員の就
業状況は勤務シフトの確認を通して過大な超過
勤務とならないよう考慮するなどの対応に努め
ている。休暇などは職員の希望に添って取得で
きるように配慮している。研修への参加は、保
育業務に支障がない限り勤務シフトを工夫し、
できるだけ参加できるようにしている。ストレ
スチェックを行ったり、メンタルヘルスなどの
市が契約した専門機関の指導が受けられるよう
にもなっており、必要に応じて職員が利用でき
るようになっている。福利厚生は県の市町村職
員共済組合に加入しており、共済だよりなどか
らの情報を活かして提携施設などが利用できる
ようになっている。

Ⅱ－２－（３）－①　職員一人ひとりの育成に向け
た取組を行っている。

ｂ

様々な研修への参加や年２回の自己評価・個別
面談などを活かして、職員一人ひとりが保育の
内容や資質のさらなる向上に努めている。階層
別研修や子ども育成課が行う研修、所内での研
修のほかに、希望する外部の研修などへの参加
も可能となっており、研修情報が適宜提供さ
れ、職員間の回覧を通じて周知されている。新
人研修のように参加が必須のものも準備されて
おり、メンタルヘルス研修など職員全員が参加
するよう配慮されるものもある。今後は職員一
人ひとりの自己評価表などを活かし、これまで
の経歴や経験、希望や要望などを考慮して、個
別の研修や育成計画につなげる検討なども期待
したい。

Ⅱ－２－（３）－②　職員の教育・研修に関する基
本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されて
いる。

ｂ

研修についての考え方として「職員研修事業概
要」の中に、職員の資質の向上を目指し求めら
れる職員像が明示されている。年度計画に沿っ
て職員研修に関しては、法務能力及び政策形成
能力の強化、説明責任及び接遇の向上、対人関
係能力及びメンタルヘルスケアの強化、ワーク
ライフバランスの推進に重点が置かれている。
在籍年数（採用年度）・役職に応じて年度毎に
階層別研修や専門研修、特別研修、派遣研修、
自己啓発研修が計画されている。職員は保育活
動に必要な研修などに参加し、保育の内容の向
上・資質のさらなる向上に努め、所内研修では
「なぜなぜ分析」を取り入れ、子どもたちの行
動や成長などへの理解促進や保育活動の質向上
に活かすよう配慮している。

Ⅱ－２－（３）－③　職員一人ひとりの教育・研修
の機会が確保されている。

ｂ

保育所での行事や職員の休暇、勤務シフトなど
の調整を行い、できるだけ希望の研修に参加で
きるように配慮している。研修参加後は、「研
修等復命書」を取りまとめて個々の研修成果を
見直し、所内で報告を行い職員間での周知・共
有につなげている。研修内容、研修の成果、所
長の意見が記入できる欄が研修等復命書」に設
けられ、研修の評価と振り返りができるように
なっている。研修記録を蓄積して次年度の研修
計画に反映できるようにもしている。保育活動
に研修成果がどのように活かされ、どのような
形で子どもたちの発達・成長などにつながった
のかを確認して、職員間で評価し、さらなる共
有に活かし合う工夫などへの発展も期待した
い。

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

Ⅱ－２－（４）－①　実習生等の福祉サービスに関
わる専門職の教育・育成について体制を整備し、積
極的な取組をしている。

ｂ

「実習生の受け入れ」に関するマニュアルを基
に、受け入れにあたっての意識や留意点、手順
などを確認して受け入れている。受け入れにあ
たっては市の子ども育成課が窓口となり、実習
生の配置や関係書類などの対応を行っている。
保育所では個人情報の扱いを含めて、担当者が
実習生に向けオリエンテーションを行い、実習
内容を確認してプログラムを組んでいる。受け
入れ時には職員全体に伝えて周知し、質問への
対応や助言など的確な指導に努めている。実習
生からは個人情報の守秘義務などを記載した誓
約書にサインと押印をもらい、受け入れる側と
実習生双方で個人情報の遵守を徹底している。
実習の終了時には反省会を行い、評価表を作成
し実習の成果を取りまとめ提示している。今年
度も保育士や作業療法士の実習生の受け入れて
おり、保育を担う次の人材育成につなげてい
る。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－３－（１）－①　運営の透明性を確保するため
の情報公開が行われている。

ｂ

保育所の概要に関する情報は市のホームページ
で公開されている。「あそぼう会」や園庭開放
などのお知らせは保育所の掲示板、児童館や科
学技術体験センターに掲示され、地域居住者に
伝えられている。子育てネットなどの情報媒体
にも保育所概要が掲載され、イベントなどのお
知らせが紹介されることもある。また、保育所
で扱う情報に対して公開請求があった際には、
市の個人情報保護規定に従って適正に対応する
制度も整えられている。

Ⅱ－３－（１）－②　公正かつ透明性の高い適正な
経営・運営のための取組が行われている。

ｂ

毎年、県の第三者評価制度を市立保育所のうち
１カ所で受審することで、保育活動の質向上・
保育所組織の運営の効率化・適正化などにつな
げている。また、行政監査を定期的に受けるこ
とで規定に沿った保育所運営を行い、重要事項
説明書をもとに保育に関する新しい制度や保育
指針などを保護者に説明したり、保護者会総会
などで事業計画・指導計画を伝えている。ま
た、保育所のお便りや年間行事計画などを通じ
て活動や取り組みなどを周知している。

Ⅱ－２－（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

Ⅱ－３　運営の透明性の確保

Ⅱ－３－（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－４－（１）－①　利用者と地域との交流を広げ
るための取組を行っている。

ｂ

「あそぼう会」では地域の子育て家庭を招き、
遊びや保育室での活動を体験したり、毎月の
「園庭開放」では園庭を利用した遊びの場を提
供している。近隣には科学技術体験センターが
あり、「あそぼう会」「園庭開放」ともに参加
者が少ないため、児童館や科学技術センターに
もポスターを掲示してもらい地域居住者の方々
の参加を促している。また、保育所の夏祭りに
は近隣の子育て家庭などに参加してもらい、運
動会では未就学児が参加できるプログラムを盛
り込むなどの配慮をしている。また、ボラン
ティアを受け入れ子どもたちが交流できる機会
を設けたり、小学生のまち探検や中学生の職場
体験など、地域の方々とふれあい、コミュニ
ケーションを大切にした活動が行われている。

Ⅱ－４－（１）－②　ボランティア等の受入れに対
する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

ｂ

「ボランティアの受け入れ」に関するマニュア
ルが整備されており、担当者が受け入れにあ
たっての意識、留意点、手順などを確認してい
る。受け入れの窓口は市の子ども育成課が担当
しており、基本的な保育への考え方などを説明
し、オリエンテーションで細かな確認・注意事
項などを伝え、個人情報保護に関する事項を盛
り込んだ誓約書を取り交わしている。絵本の読
み聞かせやわらべ歌、交通安全指導員教室、表
現遊びのワークショップ、地域居住者によるサ
ンタクロースなどを受け入れている。中学生の
職場体験も受け入れ、地域の中での専門性を活
かした取り組みに活かし、子どもたちの楽しい
保育への取り組みや交流の場につなげている。

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－４　地域との交流、地域貢献



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

Ⅱ－４－（２）－①　福祉施設・事業所として必要
な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切
に行われている。

ｂ

市役所の関連部署・発達支援センター・保健
所・児童相談所、小児科医・歯科医・病院など
の医療機関と必要に応じて連携が取れるように
体制が整備され、子育てに関する地区の機関と
しての機能を担っている。保育所の廊下には手
書きのおさんぽマップが掲示され、周辺施設や
子どもたちが散歩で出かける公園などを明示し
て伝えている。事務所には医療機関や消防など
の緊急連絡先が掲示され、緊急時に的確に対応
できるよう配慮されている。また、保護者に向
けて子育てに関するパンフレットなどを配布し
たり、掲示板などを利用して情報などを伝えた
りしている。地域とのさらなる交流や災害時な
どの協力関係の強化に向けて、自治会との連携
を促進し、防犯や防災などでの協力関係の向上
につなげられたい。

Ⅱ－４－（３）－①　福祉施設・事業所が有する機
能を地域に還元している。

ｂ

地域の子育て家庭を対象に「あそぼう会」「園
庭開放」を行い、子どもたちとの交流を促して
いるが、参加者が少ないことが課題となってい
る。参加した子育て家庭から様々な意見や要望
などを把握したり、相談などを受ける機会もあ
る。また、見学者から地域の子育てニーズに関
する情報などを直接聞くこともある。周辺地区
に向けて保育所にＡＥＤが設置されていること
を伝えており、緊急時における貸し出しや対応
なども可能なことを知らせている。

Ⅱ－４－（３）－②　地域の福祉ニーズに基づく公
益的な事業・活動が行われている。

ｂ

「あそぼう会」「園庭開放」に関する地域交流
事業の年間計画を作成して、広報活動として毎
月ポスター・チラシを用い地域に向けて情報を
提供している。反面、近隣に科学技術体験セン
ターがあることなどの要因も絡み参加者が少な
いため、活動内容の再検討や情報の提供方法な
どの見直しが必要と認識している。散歩時にお
ける公園でのPRや出前保育的な取り組みを通し
て保育所の存在を伝えたり、運動会や見学会な
どを活かした今後の企画・取り組みへの工夫な
どにも期待したい。

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－１－（１）－①　利用者を尊重した福祉サービ
ス提供について共通の理解をもつための取組を行っ
ている。

ｂ

「保育者としての倫理と態度」が保育マニュア
ルに収録され業務にあたって必要な手引きなど
として全職員に配付されている。「保育者とし
ての倫理と態度」は現場職員の意向が反映され
作成されており、文面の中には保育者として守
るべき倫理や規範などが取りまとめられ、気を
つけたい言葉と態度についても具体例を示して
文章化されている。保育マニュアルは事務所に
も常備されており、必要に応じて全職員が適宜
確認できるよう配慮されている。また、保護者
参加の行事後におけるアンケート結果や保護者
会での内容や要望などが職員会議や朝の打ち合
わせで伝えられ、職員間で共有されることで保
育活動などに活かされている。

Ⅲ－１－（１）－②　利用者のプライバシー保護等
の権利擁護に配慮した福祉サービス提供が行われて
いる。

ｂ

保育マニュアルには職員としての守秘義務が明
示されており、子どもたちのプライバシー保護
についても記載され、全職員で周知・共有され
ている。子どもたちに関する記録・資料（成長
の記録など）は事務室の鍵のかかる書棚に個別
のファイルで保管・管理されている。また、マ
ニュアルには個人情報の取り扱い、情報の使用
目的や保育所内での子どもの写真・名前の掲
示、保育所児童保育要録などの取り扱いについ
ても示され、重要事項説明書を用いて保護者に
説明・周知を図り、同意書の提出を受けてい
る。さらに見学者やボランティア、実習生への
個人情報の漏洩に関する配慮などを徹底してい
る。人権の保護については市の「人権施策推進
指針」に沿って分野別人権課題への取り組みを
進め、人権保育研修に所長が参加し職員間での
共有につなげ、子どもの権利・意見などが保育
活動の中でも尊重されるよう対応している。

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

Ⅲ－１－（２）－①　利用希望者に対して福祉サー
ビス選択に必要な情報を積極的に提供している。

ｂ

保育所の概要を取りまとめた概要を整え、見学
者に配付して説明している。日程を決めた見学
会のほか、保護者の都合に合わせた見学も随時
対応している。見学の際には施設長・主幹など
が対応し、保育所内の案内、見学者用に作成し
た保育所概要に基づき、保育目標、保育の取り
組みなどを説明して、見学者からの質問に答え
るなどの丁寧な対応に努めている。また、保育
所で行っている地域交流事業の情報は市のホー
ムページや子育てネットでも提供され、保育所
の掲示板、児童館や科学技術体験センターにポ
スターを掲示してもらい伝えている。

Ⅲ－１－（２）－②　福祉サービスの開始・変更に
あたり利用者等にわかりやすく説明している。

ｂ

入所が内定した保護者に向けては「保育所生活
のお知らせ」「重要事項説明書」をもとに、市
の保育理念、保育方針、保育所の保育目標、保
育課程、年間保育計画、年間行事予定、慣れ保
育、災害時の対応、感染症、家庭で用意する持
ち物、利用者費用の負担についてなどを読み上
げ、イラストや見本を見せて説明するなど、丁
寧な対応を心がけている。また、重要事項の説
明には保護者から同意書に署名してもらってい
る。また、入所後すぐには家庭訪問を行い、子
どもの生育環境や保護者の状況などを把握し、
生活の変化への配慮や保護者の不安軽減などに
活かしている。

Ⅲ－１－（２）－③　福祉施設・事業所の変更や家
庭への移行等にあたり福祉サービスの継続性に配慮
した対応を行っている。

ｂ

市内での移行の際には子どもに関する関係書類
の引き継ぎをして、転園先においても継続した
保育サービスが受けられるよう配慮されてい
る。移行や退所などに関する相談にも応じて、
他園への移行や退所の際の保護者や子どもの不
安軽減などに努めている。退所後には運動会・
夏祭りなどへの参加のお誘いをするなど、困っ
たことなどへの相談も随時受け付けることを伝
え、継続して子育て支援が受けられることを伝
えている。

Ⅲ－１－（３）－①　利用者満足の向上を目的とす
る仕組みを整備し、取組を行っている。

ｂ

入所の際に行う家庭訪問や保護者会、個別面
談、クラス懇談会、遠足・運動会・夏まつりな
どの行事後のアンケートから保護者の意向や要
望などを把握し、職員会議などで共有してでき
ることから対応することに努めている。意見箱
の設置や連絡帳、送迎時の会話などからも保護
者の意見などを把握・収集するように心がけて
いる。慣れ保育やアレルギー対応などに関する
質問などが多く、保護者の不安を軽減し不満と
なる要因の抑制を図っている。

Ⅲ－１－（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

Ⅲ－１－（３）　利用者満足の向上に努めている。



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

Ⅲ－１－（４）－①　苦情解決の仕組みが確立して
おり、周知・機能している。

ｂ

入所時に配布し説明している「重要事項説明
書」には「苦情解決窓口」についての項目が明
示され、相談・苦情の担当、市の相談・苦情窓
口、市のオンブズパーソンや県運営適正化委員
会などについて明示され、保護者に向けて周知
を図っている。市の保育所運営規定にも苦情解
決についての事項が明示されており、職員間で
共有されている。また、保育所内にはご意見箱
が設置され、直接言いにくい保護者へも配慮が
なされている。

Ⅲ－１－（４）－②　利用者が相談や意見を述べや
すい環境を整備し、利用者等に周知している。

ｂ

送迎時の保護者との会話、連絡帳等で気軽に相
談しやすい関係作りを心がけ、日頃のコミュニ
ケーションを大切にした対応に努めている。個
別面談や懇談会、保育士体験、行事後のアン
ケートなど、保護者が意見や要望などを出しや
すいよう配慮している。利用者調査では保護者
懇談会や個別面談などの機会、気軽に子育ての
相談ができるかとの質問で、いいえとの回答が
比較的多く見られることから、職員と保護者と
のコミュニケーション、さらなる関係づくりに
向けた工夫などにも期待したい。

Ⅲ－１－（４）－③　利用者からの相談や意見に対
して、組織的かつ迅速に対応している。

ｂ

保護者からの相談や意見などが寄せられた際に
は、所長に報告して職員会議などで検討・協議
したり、内容によっては保護者と話し合うな
ど、できるだけ迅速な対応ができるよう心がけ
ている。寄せられた意見などを職員間で話し
合った結果は適宜保護者に向けて伝え、保育所
の活動や取り組みへの理解と協力につなげてい
る。

Ⅲ－１－（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

Ⅲ－１－（５）－①　安心・安全な福祉サービスの
提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築さ
れている。

ａ

園庭の固定遊具や保育室内の安全点検を定期的
に実施し、安全点検履歴カードに記録して子ど
もたちの安全への配慮につなげている。AED研修
や乳幼児突然死症候群（SIDS）のチェックを行
い、防犯カメラも設置されており、子どもたち
が安心して過ごせる保育所に努めている。所内
のヒヤリハットを図上で記録して注意喚起に役
立て、ヒヤリハットが発生した際には打ち合わ
せの際に報告し職員に周知・共有して改善と事
故の抑制に取り組んでいる。ヒヤリハット情報
について、季節や年齢、時間などで集計するこ
とで、事故やけがの発生しやすい場所や傾向な
どを把握し、子どもたちの安全向上・確保につ
なげられたい。

Ⅲ－１－（５）－②　感染症の予防や発生時におけ
る利用者の安全確保のための体制を整備し、取組を
行っている。

ｂ

市立保育所共通の保健マニュアルが準備されて
おり、必要に応じて適宜活用している。入所時
の重要事項説明書で保護者に説明しており、保
健だよりや保育所だよりなどで感染症に関する
情報を提供するほか、感染症が地域や所内で発
生した際には速やかに所内に掲示して、予防と
拡大防止に努めるよう配慮している。午睡の
チェック時には職員が子どもたち全体の確認を
行い、咳などの状況を担任に報告している。嘱
託医と連携して感染症の情報を提供したり、担
当看護師による所内研修で感染症への対処に取
り組んでいる。

Ⅲ－１－（５）－③　災害時における利用者の安全
確保のための取組を組織的に行っている。

ｂ

越谷cityメールや保育所cityメールで災害発生
時の情報が一斉配信される仕組みが整備されて
おり、周辺状況なども併せて伝えられることに
なる。年度当初には年間消防計画を作成し消防
署に提出しており、避難訓練年間計画を作成し
て、地震・火災・竜巻・水害、不審者侵入など
を想定した訓練を行っている。保護者参加の引
き取り訓練や消防署員からの直接指導も盛り込
んでおり、子どもたちの安全を第一に取り組ん
でいる。保育士体験と併せて避難訓練を行った
り、消火体験などに保護者が参加する機会も提
供している。保育所と保護者が意識を共有し、
地域との連携向上を図り、子どもたちの安心安
全の確保にあたれる体制のさらなる強化も期待
したい。

Ⅲ－１－（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

Ⅲ－２－（１）－①　提供するサービスについて標
準的な実施方法が文書化され福祉サービスが提供さ
れている。

ｂ

市の保育所運営規程に基づき、重要事項説明書
や保育マニュアル、安全作業マニュアル、食物
アレルギー対応マニュアル、保健マニュアルな
どが作成されている。園独自には早遅当番の手
順書や時差勤務確認書、土曜延長時の事故・急
病対応マニュアルなどを作成し、職員が共通認
識のもとに保育サービスを提供できるように対
応している。

Ⅲ－２－（１）－②　標準的な実施方法について見
直しをする仕組みが確立している。

ｂ

保育マニュアルは市の所長会で、保健マニュア
ルは看護師会で、議題が出された時や年度末に
内容を話し合い見直しの検討を行っている。改
定された内容はマニュアルの差し替えを行い、
職員に周知している。園独自の手順書は状況に
応じて変更しながら、年度末には必ず見直して
次年度に活かしている。

Ⅲ－２－（２）－①　アセスメントにもとづく個別
的な福祉サービス実施計画を適切に策定している。

ｂ

入所時に保護者に乳幼児生活調査票や健康調査
票を記入してもらい、子どもの個別の状況の把
握ができるようになっている。把握した子ども
の発達や健康状況を踏まえ、年齢別の指導計画
を作成している。また、２歳児や特別支援児に
は個別の指導計画を作成し、一人ひとりの成長
に合わせた保育を行えるようにしている。

Ⅲ－２－（２）－③　定期的に福祉サービス実施計
画の評価・見直しを行っている。

ｂ

年間指導計画は年度末にクラス担任が見直し、
評価・反省を行っている。毎月の指導計画は月
末にクラスで反省・評価し、次月の計画を作成
して、月末の月案会議で報告をしている。週の
計画は保育日誌と連動して、１枚の用紙に収め
られている。

Ⅲ－２－（３）－①　利用者に関する福祉サービス
実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化さ
ている。

ｂ

子どもに関する状況は月や週の指導計画や保育
日誌、成長の記録に年４回記録し把握されてい
る。日々の様子は２歳児は連絡帳、３歳児から
５歳児は健康カードや保育活動はボードに記録
されている。週ごとのクラス別の保育活動計画
を掲示し、保護者に知らせている。毎朝代表参
加の打ち合わせが短時間行われ、当日の保育活
動や当番体制、アレルギー児の確認、前日の内
容の周知などを行い職員間で周知、共有してい
る。

Ⅲ－２－（３）－②　利用者に関する記録の管理体
制が確立している。

ｂ

情報公開制度や文書管理運営規程に基づき、情
報の管理、保管、廃棄方法などのファイリング
管理体制が確立している。子どもの関する情報
は事務室のキャビネットに保管されている。保
育室での事務処理のために持ち出すときには、
必ず声をかけることになっている。キャビネッ
トの鍵は早番遅番が開閉をすることになってい
る。

Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保
Ⅲ－２－（１）　提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ－２－（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ－２－（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

第三者評価結果 コメント

Ａ－１－（１）－①　保育所の理念、保育の方針や
目標に基づき、子どもの心身の発達や家庭及び地域
の実態に即した保育課程を編成している。

ｂ

保育所保育指針が改定されたので、市の保育所
運営規程に基づき、全体的な計画として前年ま
での保育課程を見直し確認を進め、全保育所で
共通活用できるようにしている。また、園の地
域性などが活かされる方向で検討をしている。

Ａ－１－（２）－①　生活にふさわしい場として、
子どもが心地良く過ごすことのできる環境を整備し
ている。

ｂ

園舎は築年数がたっているため、建具や天井パ
ネル、子ども用のトイレを洋式にするなどの改
修をしている。室内環境では採光や換気、湿度
などの配慮をして快適に過ごせるようにしてい
る。設備の改善については、計画的に課に申請
をしたり、緊急に対応する必要がある場合に
は、課に要請をして改善してもらい、子どもた
ちが心地よく過ごせる環境になるようにしてい
る。

Ａ－１－（２）－②　一人ひとりの子どもを受容
し、子どもの状態に応じた保育を行っている。

ｂ

保育マニュアルは全職員がもっているので、年
度の初めの会議で読み合わせをしている。人権
保育については所長が研修会に参加し、内容を
報告をしたり、感想を聞くなどして人権に配慮
した保育ができるようにしている。また、一人
ひとりの子どもの要求や気持ちを受け止め、子
どもの状態に応じた保育ができるように心がけ
ている。

Ａ－１－（２）－③　子どもが基本的な生活習慣を
身に付けることができる環境の整備、援助を行って
いる。

ｂ

基本的な生活習慣が身につくように、子どもの
状況に応じて援助している。食事の自立のため
はしの３点持ち、布パンツの快適さの意識づ
け、手を洗うことを通しての清潔感覚などの基
本的に身に付ける必要があることへの働きかけ
を丁寧に行うようにしている。３歳児からの入
所が多いので着脱などの習慣も周りの子を見せ
たり、できたらほめるなどで働きかけている。
また、うがいや手洗いも丁寧に声をかけるよう
にしている。

Ａ－１－（２）－④　子どもが主体的に活動できる
環境を整備し、子どもの生活と遊びを豊かにする保
育を展開している。

ｂ

各保育室には遊びのスペースがあり、ままごと
遊びや手先の遊び、オセロやトランプなどで自
由に遊ぶことができるようになっている。園庭
にある砂場の枠が壊れ職員が塩ビ管や人工芝な
どを活用し直し、子どもたちが安心して遊べる
ようにしたり、戸外の散歩先で木の実を拾った
り、保育所の前の用水路の魚や亀を観察する機
会にも恵まれている。園舎内に図書館から頂い
た本で絵本の貸し出しコーナーを設け親子で活
用できるようにしている。自由に遊ぶ時間が多
くあるので、おもちゃのさらなる工夫や充実が
必要と所長は考えている。

Ａ－１－（２）－⑤　乳児保育（０歳）において、
養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を
整備し、保育の内容や方法に配慮している。

d 非該当（対象年齢時の受入れがない）

Ａ－１－（２）－⑥　３歳児未満児（１・２歳児）
の保育において養護と教育が一体的に展開されるよ
う適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮し
ている。

ｂ

２歳児の保育にあたっては安全チェックリスト
を用い、保育の初めと終わり、週の初めと終わ
りに室内や戸外環境の安全確認をしている。ま
た、月の初めには室内遊具の点検チェックなど
をしたり、安全な環境で保育が行われるように
クラス担任が点検確認をするなどの配慮をして
いる。午睡中の乳幼児突然死症候群(SIDS）の予
防のために睡眠状態の確認を１５分毎に行って
いる。個別の月間指導計画を作成し、保育を行
い、保育内容の結果は保育日誌に記録するとと
もに、連絡帳を通して保護者にも伝えられ連携
を図っている。

評価対象Ⅳ　内容評価基準
Ａ－１保育内容

Ａ－１－（１）養護と教育の一体的展開

Ａ－１－（２）　環境を通して行う保育、養護と養育の一体的展開



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

Ａ－１－（２）－⑦　３歳以上児の保育において養
護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整
備し、保育の内容や方法に配慮している。

ｂ

計画に沿って保育活動が行われるように、保護
者に向けて週の活動予定をボードに掲示して伝
えている。５歳児クラスでは自分たちで種をま
いて育てた枝豆を収穫して、保育室の入口に吊
るし大豆になるための変身中として掲示した
り、室内の一角に絵本コーナーやカルタ、オセ
ロで遊ぶことができるスペースを整えている。
遊具の安全点検履歴カードがあり、毎月１回ブ
ランコや滑り台、鉄棒などの園庭遊具の安全点
検を行い、結果を行政に報告することになって
いる。

Ａ－１－（２）－⑧　障害のある子どもが安心して
生活できる環境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している。

ｂ

特別な支援が必要な子どもの保育に対しては個
別指導計画を作成して保育にあたっている。年
２回の臨床心理士や年３回の理学療法士の巡回
相談を受け、支援内容を職員間で共有し保育に
あたっており、保護者にも巡回相談の内容を伝
えている。障害の有無にかかわらず、子ども同
士の自然な関係性を大事に保育することを心が
けるように努めている。

Ａ－１－（２）－⑨　長時間にわたる保育のための
環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

ｂ

朝の時間の保育は全園児一緒に保育を行ってい
たが、人数の関係で２歳児は別にして保育を行
うことで落ち着いて過ごせるように配慮してい
る。夕方の延長保育用の玩具ではトランプ、折
り紙、ブロックなどを出して遊ぶことができる
ように工夫したり、子どものファイルがあり、
作りかけの物や塗りかけの絵などを保管して継
続した活動ができるようにしている。

Ａ－１－（２）－⑩　小学校との連携、就学を見通
した計画に基づく、保育の内容や方法、保護者との
関わりに配慮している。

ｂ

年度の後半に年長児の保護者との保育士体験の
日に面談が予定され、先を見通した個別の課題
を伝えている。小学校との関係では児童保育要
録を学校に提出する時期に学校側からの依頼も
あり、引き継ぎを行っている。小学生がまち探
検活動の一環で保育所を訪問して交流したり、
学校見学会が２月頃に計画され年長児が他園の
子どもたちと一緒に学校を訪問する機会もあ
る。



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

Ａ－１－（３）－①　子どもの健康管理を適切に
行っている。

ｂ

入所時に健康調査票に、既往歴や健康状態を保
護者に記入してもらい把握し、日常の生活の中
で健康に配慮できるようにしている。健康診断
の実施日には他園の看護師に応援に来てもら
い、２歳児は毎月、３歳児以上は５月と１１月
の年２回実施している。園担当の看護師が決
まっており、年度の前半に６回と歯科検診日
に、また後半に６回の応援の体制となってい
る。歯科検診は６月に１回、身体計測は毎月実
施して結果を健康カードに記録している。アレ
ルギーや熱性けいれんなどの既往歴のある子の
一覧表を作成して、全職員が把握できるよう事
務室に掲示して共有している。感染症について
はプライバシーに配慮しながら、発症状況を掲
示したり、近隣の市の情報も入手して提供して
いる。

Ａ－１－（３）－②　健康診断・歯科検診の結果を
保育に反映している。

ｂ

健康診断や歯科検診の結果は、２歳児は連絡帳
の記録欄に、３歳児～５歳児は出席ノートの記
録欄に記入している。歯科検診の結果は検診結
果記録の用紙に虫歯の有無を記入し、保護者に
配付し伝えている。５歳児は歯科検診が終わる
と、歯科医師による歯のみがき方や力の入れ具
合などの指導を一人ずつ丁寧に受けている。そ
の後、給食後に歯みがきを毎日実施し、虫歯予
防につなげている。

Ａ－１－（３）－③　アレルギー疾患、慢性疾患等
のある子どもに対し、医師からの指示を受け適切な
対応を行っている。

ｂ

食物アレルギーで除去の必要な子どもに対して
は保護者の依頼に基づき、医師からの生活管理
指導表の提出を受けて実施している。除去食材
の確認を栄養士、所長、調理員、担任と保護者
で行い、アレルギー除去食指示書を基に対応し
ている。毎日の給食提供の際には名前の付いた
専用のトレーに載ったアレルギー食を担任と調
理員のダブルチェックを行い、除去の内容を口
頭で確認している。クラスではチェック表を基
に配膳した人、介助した人で確認をして名前を
記入するなど、トリプルチェックを行う仕組み
をつくり誤食を防いでいる。また、アレルギー
児のテーブルは離れた場所に置き、専用のテー
ブル拭きを用意するなど万全を期している。

Ａ－１－（４）－①　食事を楽しむことができるよ
う工夫をしている。

ｂ

毎日の食事量は取り皿とスプーンを用意し、子
どもに聞いて食べられる量を配膳している。献
立は給食室でお皿に配膳しているが、内容に
よってはクラスで盛るなどの工夫もしている。
園庭でナスやサツマイモ、オクラ、キュウリ、
枝豆などを育て収穫すると、クラスでホットプ
レートで焼いて食べたりすることを楽しんでい
る。５歳児になると栄養士による栄養教室があ
り、３つの栄養素の表を使った話と２日目には
カレーつくりを経験するなどの機会がある。栄
養士が月１回の巡回指導訪問をしており、喫食
状況の把握や芋煮会、餅つき、クッキーつくり
の説明をして、子どもたちの食への興味を深め
ている。調理室の前には今日の献立内容が人気
アニメのイラストで掲示されたり、保護者向け
にレシピやリクエストメニューが調理員の工夫
で掲示されている。就学前になると年長児はク
ラスでバイキング食を楽しんだりしている。

Ａ－１－（３）　職員の資質向上

Ａ－１－（４）　食事



評価結果詳細（越谷市立七左保育所）

Ａ－１－（４）－②　子どもがおいしく安心して食
べることのできる食事を提供している。

ｂ

市で任命されたメンバーでの給食委員会が２カ
月に１回開催され、検食結果や喫食状況を事前
に調理員が市に提出している。委員会の議事録
は園に送付され、内容を確認できるようになっ
ている。毎日の検食は遅番職員がアレルギー食
乳児食、幼児食を事務室で行い、結果を所長に
報告して検食簿に記録し、検食した旨の札を変
えて掲示し、クラスに伝えることになってい
る。調理員研修や新メニュー研修が年２回行わ
れ、全員が受講している。保健マニュアルに異
物混入や食中毒の項目があり、状況に応じて担
当課や保護者に知らせることになっている。

第三者評価結果 コメント

Ａ－２－（１）－①　子どもの生活を充実させるた
めに、家庭との連携を行っている。

ｂ

家庭との連携を図るためにクラスだよりをおた
のしみ会後と年度末の２回発行し、保健だより
は全所統一で不定期ではあるが年４回発行して
いる。園だよりには保育士体験の様子やクラス
の保育活動の様子、クラスエピソードなどを掲
載して配布している。毎日の保育活動の様子は
クラス前のホワイトボードに記載したり連絡帳
や健康カードに記録し、保護者に伝えられてい
る。各クラスの様子などをまとめた「しちざし
んぶん」を作成して保育所の廊下に掲示し、子
どもたちの日常保育の様子などを保護者に伝え
ている。

Ａ－２－（２）－①　保護者が安心して子育てがで
きるよう支援を行っている。

ｂ

朝の登所時には保護者から直接子どもの様子を
聞いたり、夕方には１日の子どもの様子を伝え
ることを通して、顔の見える関係の中で信頼関
係を築くことができている。２歳児の幼児クラ
スへの進級にあたっては、懇談会を開くなどし
て安心して継続して保育所を利用してもらえる
ように配慮している。１年間の子どもの成長の
様子はクラスだよりを発行している。保護者か
らの相談に応じたり、様々な価値観や就労形態
を理解して、安心して働き、子育てができるよ
うに支援している。

Ａ－２－（２）－②　家庭での虐待等権利侵害の疑
いのある子どもの早期発見・早期対応及び虐待の予
防に努めている。

ｂ

虐待防止対応マニュアルが策定されており、そ
れに基づき対応することになっている。マニュ
アルの内容は年１回職員間で確認をして共通理
解している。子どもの様子や保護者の変化に注
意を払い、必要に応じ児童相談所や担当課など
の関係機関と連携を図るようにしている。

第三者評価結果 コメント

Ａ－３－（１）－①　保育士等が主体的に保育実践
の振り返り（自己評価）を行い、保育実践の改善や
専門性の向上に努めている。

ｂ

年２回の自己評価や所長面談を実施している。
１回目は８月から９月頃にクラスの運営評価と
所長面談、２回目は２月頃に職員一人ひとりの
自己評価と所長との面談が行われている。毎週
末には日誌や週案・月案を、所長や主幹、主査
で評価・反省を確認して助言や指導をするな
ど、保育実践の改善につながるよう取り組んで
おり、専門性の向上に努めている。

Ａ－２－（１）　家庭との緊密な連携

Ａ－２－（２）　保護者等の支援

Ａ－３　保育の質の向上

Ａ－３－（１）　保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）

Ａ－２　子育て支援


